
                                          
 

  
支店名 

 
 （2022.9） 

～相続対策は財産の「見える化」から～ 

あなたの財産を確認してみませんか？ 

               

 

 

 

 

 

 
  

 

  

サービス料金 110,000 円（税込） 

              

 

※ お問い合わせは お取引店までお申し付けくだい。 

 ※ 【財産診断サービス】 詳細について裏面をご覧ください。 

🔶 1 項目でもチェックがある方は診断をお勧めします !!! 

 財産の中から相続税を納められるか知りたい。                

 今からできる相続対策をしておきたい。                

 計画的に生前贈与をしたい。                

 不動産を多数所有している。                

 相続税がいくらかかるのか知りたい。                

 会社を経営している。                

 二次相続が気になる。                

 



 

１．商品名 ・財産診断サービス 

２．ご利用いただける方 ・個人 

３．商品内容 ・お客様の財産評価及び相続税額等が試算された財産診断書を作成し、提供す
るサービスです。 

※提携事業者（税理士）と当金庫職員が同席してヒアリングし、財産診断書の
ご説明をします。 

４．サービス料金 ・110,000 円（税込） 

５．サービス中止時の 
お取扱い 

・本サービス申込書受付後において、お客様からサービス提供中止のお申し出
があった場合、又、当金庫にて総合的に判断した結果、本サービスの提供を
お断りした場合においてもサービス料金の一部 33,000 円（税込）をご負担い
ただきます。 

６．その他 
お知らせ事項 

・本サービスの提供にあたり必要となる各種証明書等の実費は、お客様の別途
負担となります。 

・本サービスによる算出されたデータ及び試算は、お申し込み時点での税法等
に基づき税理士による査定の下、作成されるものです。 

・資料に記載された数値は概算であり、お客様自身の参考用となります。実際
の相続税等の申告にご使用できません。 

・当金庫は、本サービスの提供全般に関して、当金庫に故意または重大な過失
がある場合を除き、お客様等に生じた損害に対して何らの責任を負わないも
のとします。 

・お客様と提携事業者間で紛議等が発生した場合は、双方で解決し、当金庫に
故意または重大な過失がある場合を除き、当金庫は何ら責任を負わないもの
とします。 

・当金庫は、お客様の個人情報に関し、「個人情報の保護に関する法律」（平成
15 年 5 月 30 日法律第 57 号）及びこれに関する法令、ガイドライン等を遵守
し、適切に取扱うものとします。 

・当金庫が本件により知り得た情報は、本件利用目的の範囲に限り利用します。 
・提携事業者は、本件により知り得た情報は、本件目

的遂行のため以外には利用できません。 
・本サービス利用の有無が、当金庫におけるお客様 

との他のお取引に影響を与えることはありません。 
 
 
 

 


